
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】　自動取引装置において、偽金が検出された際

の処理を、自動取引装置毎に個別に設定することを可能

とする技術を提供する。

【解決手段】　ＡＴＭは、処理指示取得画面を表示する

。ＡＴＭを管理する金融機関の係員は、処理指示取得画

面において、ＡＴＭ毎に個別に偽金検出時の処理を指定

する。ＡＴＭは、偽金検出時は、個別に指定された処理

を実行する。

【選択図】　　　　図５
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
金 銭 に 関 す る 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 装 置 で あ っ て 、
　 入 金 さ れ た 金 銭 の 真 偽 判 別 を 行 な い 、 偽 物 の 金 銭 で あ る 偽 金 を 検 出 す る 検 出 部 と 、
　 前 記 検 出 部 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 の 処 理 指 示 と し て 、 個 々 の 自 動 取 引 装 置 毎 に 予 め 設
定 さ れ た 処 理 指 示 を 取 得 す る 処 理 指 示 取 得 部 と 、
　 前 記 検 出 部 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 、 前 記 処 理 指 示 に 基 づ い た 偽 金 対 策 処 理 を 実 行 す る
偽 金 対 策 処 理 実 行 部 と 、
　 を 備 え る 自 動 取 引 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 偽 金 対 策 処 理 は 、
　 　 ア ラ ー ム を 鳴 動 す る 処 理 と 、
　 　 前 記 自 動 取 引 装 置 の 動 作 を 監 視 す る 監 視 装 置 へ 通 報 す る 処 理 と 、
　 　 偽 金 を 利 用 者 へ 返 却 す る 処 理 と 、
　 　 偽 金 を 所 定 の 格 納 庫 へ 回 収 す る 処 理 と 、
　 　 金 銭 を 搬 送 す る 搬 送 装 置 内 に 偽 金 を 保 留 に し 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 取 引 機 能 を 停 止 さ
せ る 処 理 と 、
　 　 偽 金 が 入 金 さ れ る 際 に 利 用 者 か ら 取 得 し た カ ー ド を 、 所 定 の カ ー ド 格 納 庫 へ 回 収 す る
処 理 と 、
　 　 偽 金 が 入 金 さ れ る 際 に 利 用 者 か ら 取 得 し た カ ー ド を 、 カ ー ド を 取 り 扱 う カ ー ド 取 扱 装
置 内 に 保 留 と し 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 取 引 機 能 を 停 止 さ せ る 処 理 と 、
　 　 所 定 期 間 中 に 実 行 さ れ た 取 引 の 履 歴 を 印 字 す る 処 理 と 、
　 の う ち 少 な く と も 1以 上 で あ る 自 動 取 引 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 処 理 指 示 取 得 部 は 、
　 　 前 記 処 理 指 示 を 取 得 す る た め の 処 理 指 示 取 得 画 面 を 表 示 す る こ と と 、
　 　 前 記 処 理 指 示 を 含 む 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル を 読 み 込 む こ と と 、
　 　 前 記 自 動 取 引 装 置 と 通 信 可 能 な コ ン ピ ュ ー タ か ら 送 信 さ れ る 前 記 処 理 指 示 を 受 信 す る
こ と と 、
　 の う ち 少 な く と も い ず れ か １ つ に よ り 前 記 処 理 指 示 を 取 得 す る 、
　 自 動 取 引 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 装 置 で あ っ て 、 更 に 、
　 前 記 自 動 取 引 装 置 の 設 置 場 所 に 関 す る 情 報 ま た は 時 刻 に 関 す る 情 報 の う ち の 少 な く と も
１ つ を 含 む 運 転 状 況 情 報 に 関 連 付 け て 、 前 記 処 理 指 示 を 予 め 記 憶 す る 処 理 指 示 記 憶 部 と 、
　 偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 前 記 運 転 状 況 情 報 を 取 得 す る 運 転 状 況 取 得 部 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 処 理 指 示 取 得 部 は 、 前 記 運 転 状 況 取 得 部 が 取 得 し た 運 転 状 況 情 報 に 関 連 し て い る 処
理 指 示 を 前 記 処 理 指 示 記 憶 部 か ら 取 得 す る 、
　 自 動 取 引 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
金 銭 に 関 す る 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 装 置 と 通 信 可 能 な ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ で あ っ て 、
　 自 動 取 引 装 置 に 偽 物 の 金 銭 で あ る 偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 処 理 指 示 を 、 自 動 取 引 装 置 の 設
置 場 所 に 関 す る 情 報 ま た は 時 刻 に 関 す る 情 報 の う ち の 少 な く と も １ つ を 含 む 運 転 状 況 情 報
に 関 連 付 け て 予 め 記 憶 す る 処 理 指 示 記 憶 部 と 、
　 自 動 取 引 装 置 に 偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 前 記 運 転 状 況 情 報 を 取 得 す る 運 転 状 況 取 得 部 と 、
　 前 記 運 転 状 況 取 得 部 が 取 得 し た 運 転 状 況 情 報 に 関 連 し て い る 処 理 指 示 を 前 記 処 理 指 示 記
憶 部 か ら 取 得 し 、 前 記 自 動 取 引 装 置 に 送 信 す る 処 理 指 示 送 信 部 と 、
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　 を 備 え た ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ 。
【 請 求 項 ６ 】
金 銭 を 入 金 し 、 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 方 法 で あ っ て 、
　 入 金 さ れ た 金 銭 の 真 偽 判 別 を 行 な い 、 偽 物 の 金 銭 で あ る 偽 金 を 検 出 す る 工 程 と 、
　 前 記 偽 金 を 検 出 す る 工 程 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 の 処 理 指 示 と し て 、 取 引 を 実 行 す る 個
々 の 自 動 取 引 装 置 毎 に 予 め 設 定 さ れ た 処 理 指 示 を 取 得 す る 工 程 と 、
　 前 記 偽 金 を 検 出 す る 工 程 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 、 前 記 処 理 指 示 に 基 づ い た 偽 金 対 策 処
理 を 実 行 す る 工 程 と 、
　 を 備 え る 自 動 取 引 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 金 銭 に 関 す る 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 自 動 取 引 装 置 の １ 種 で あ る Ａ Ｔ Ｍ （ Ａ ｕ ｔ ｏ ｍ ａ ｔ ｅ ｄ 　 Ｔ ｅ ｌ ｌ ｅ ｒ 　 Ｍ ａ ｃ ｈ ｉ ｎ
ｅ ｓ ） に は 、 一 般 に 、 入 金 さ れ た 金 銭 の 真 偽 を 判 別 す る 真 偽 判 別 装 置 が 備 え ら れ て い る 。
真 偽 判 別 装 置 は 、 本 物 の 金 銭 を 偽 物 の 金 銭 （ 以 下 、 偽 金 と 呼 ぶ ） と 判 別 す る こ と も あ り 、
偽 金 検 出 時 に は Ａ Ｔ Ｍ を 管 理 す る 金 融 機 関 の 係 員 な ど が 金 銭 の 真 偽 を 判 別 す る こ と を 必 要
と す る 場 合 も あ る 。 と こ ろ で 、 従 来 は 、 真 偽 判 別 装 置 に よ り 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の 偽 金 対
策 処 理 は 、 全 て の Ａ Ｔ Ｍ で 一 律 に 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ４ ４ ８ ６ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 Ａ Ｔ Ｍ は 全 て 一 律 の 条 件 で 運 転 さ れ て い る わ け で は な い 。 例 え ば 、 金 融
機 関 の 営 業 店 内 に 設 置 さ れ 、 偽 金 判 別 の た め に 偽 金 検 出 時 に ア ラ ー ム を 鳴 動 し て 係 員 を 直
行 さ せ る こ と が 可 能 な Ａ Ｔ Ｍ も あ れ ば 、 営 業 店 外 に 設 置 さ れ 、 偽 金 検 出 時 に ア ラ ー ム を 鳴
動 し て も 係 員 を 直 行 さ せ る こ と が 不 可 能 な Ａ Ｔ Ｍ も 存 在 す る 。 よ っ て 、 全 て の Ａ Ｔ Ｍ で 偽
金 検 出 時 に は ア ラ ー ム を 鳴 動 し て 係 員 を 呼 び 出 す 、 と い う 偽 金 対 策 処 理 を 行 な う こ と は 難
し か っ た 。 つ ま り 、 全 て の Ａ Ｔ Ｍ で 偽 金 対 策 処 理 を 一 律 に 設 定 す る こ と に よ り 、 設 定 可 能
な 偽 金 対 策 処 理 が 限 定 さ れ て い た 。 こ の よ う な 問 題 は 、 Ａ Ｔ Ｍ に 限 ら ず 、 自 動 券 売 機 や 両
替 機 な ど 全 て の 自 動 取 引 装 置 に 共 通 す る 問 題 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 し た 問 題 点 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 自 動 取 引 装 置 に お い
て 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の 処 理 を 、 自 動 取 引 装 置 毎 に 個 別 に 設 定 す る こ と を 可 能 と す る 技
術 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 課 題 の 少 な く と も 一 部 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 に よ る 自 動 取 引 装 置 は 、 金 銭 に 関 す
る 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 装 置 で あ っ て 、 入 金 さ れ た 金 銭 の 真 偽 判 別 を 行 な い 、 偽 物 の 金
銭 で あ る 偽 金 を 検 出 す る 検 出 部 と 、 前 記 検 出 部 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 の 処 理 指 示 と し て
、 個 々 の 自 動 取 引 装 置 毎 に 予 め 設 定 さ れ た 処 理 指 示 を 取 得 す る 処 理 指 示 取 得 部 と 、 前 記 検
出 部 で 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 、 前 記 処 理 指 示 に 基 づ い た 偽 金 対 策 処 理 を 実 行 す る 偽 金 対 策
処 理 実 行 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 自 動 取 引 装 置 毎 に 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 の 処 理 指 示 を 取 得 し 、 処 理
指 示 に 基 づ い た 偽 金 対 策 処 理 を 実 行 す る の で 、 自 動 取 引 装 置 に お い て 、 偽 金 が 検 出 さ れ た
際 の 処 理 を 個 別 に 設 定 可 能 で あ る 。
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【 ０ ０ ０ ８ 】
　 前 記 偽 金 対 策 処 理 は 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 す る 処 理 と 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 動 作 を 監 視 す る
監 視 装 置 へ 通 報 す る 処 理 と 、 偽 金 を 利 用 者 へ 返 却 す る 処 理 と 、 偽 金 を 所 定 の 格 納 庫 へ 回 収
す る 処 理 と 、 金 銭 を 搬 送 す る 搬 送 装 置 内 に 偽 金 を 保 留 に し 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 取 引 機 能
を 停 止 さ せ る 処 理 と 、 偽 金 が 入 金 さ れ る 際 に 利 用 者 か ら 取 得 し た カ ー ド を 、 所 定 の カ ー ド
格 納 庫 へ 回 収 す る 処 理 と 、 偽 金 が 入 金 さ れ る 際 に 利 用 者 か ら 取 得 し た カ ー ド を 、 カ ー ド を
取 り 扱 う カ ー ド 取 扱 装 置 内 に 保 留 と し 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 取 引 機 能 を 停 止 さ せ る 処 理 と
、 所 定 期 間 中 に 実 行 さ れ た 取 引 の 履 歴 を 印 字 す る 処 理 と の う ち 少 な く と も 1以 上 で あ る も
の と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 前 記 処 理 指 示 取 得 部 は 、 前 記 処 理 指 示 を 取 得 す る た め の 処 理 指 示 取 得 画 面 を 表 示 す る こ
と と 、 前 記 処 理 指 示 を 含 む 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル を 読 み 込 む こ と と 、 前 記 自 動 取 引 装 置 と
通 信 可 能 な コ ン ピ ュ ー タ か ら 送 信 さ れ る 前 記 処 理 指 示 を 受 信 す る こ と と の う ち 少 な く と も
い ず れ か １ つ に よ り 前 記 処 理 指 示 を 取 得 す る も の と し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 更 に 、 前 記 自 動 取 引 装 置 の 設 置 場 所 に 関 す る 情 報 ま た は 時 刻 に 関 す る 情 報 の う ち の 少 な
く と も １ つ を 含 む 運 転 状 況 情 報 に 関 連 付 け て 、 前 記 処 理 指 示 を 予 め 記 憶 す る 処 理 指 示 記 憶
部 と 、 偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 前 記 運 転 状 況 情 報 を 取 得 す る 運 転 状 況 取 得 部 と を 備 え 、 前 記
処 理 指 示 取 得 部 は 、 前 記 運 転 状 況 取 得 部 が 取 得 し た 運 転 状 況 情 報 に 関 連 し て い る 処 理 指 示
を 前 記 処 理 指 示 記 憶 部 か ら 取 得 す る も の と し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ れ に よ れ ば 、 運 転 状 況 に 応 じ た 処 理 指 示 を 取 得 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 な お 本 発 明 は 種 々 の 形 態 で 実 現 可 能 で あ り 、 例 え ば 、 自 動 取 引 方 法 ま た は 装 置 の 機 能 を
実 現 す る た め の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 、 そ の プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た 記 録 媒 体 、 自 動 取 引
装 置 と 通 信 可 能 な ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ 等 の 形 態 で 実 現 可 能 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ３ 】
Ａ ． 第 １ 実 施 例 ：
　 図 １ は 、 自 動 取 引 装 置 の 実 施 例 で あ る Ａ Ｔ Ｍ （ Ａ ｕ ｔ ｏ ｍ ａ ｔ ｅ ｄ 　 Ｔ ｅ ｌ ｌ ｅ ｒ 　 Ｍ
ａ ｃ ｈ ｉ ｎ ｅ ｓ ） １ ０ ０ ０ を 含 む 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ を 示 す 説 明 図 で あ る 。 偽 金
監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で 偽 物 の 金 銭 （ 以 下 、 偽 金 と 呼 ぶ ） を 検 出 し
た 際 に Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 実 行 す る 偽 金 対 策 処 理 を Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ 毎 に 個 別 に 設 定 可 能 な シ
ス テ ム で あ る 。 偽 金 に は 、 本 物 の 紙 幣 同 士 を 張 り 合 わ せ た 変 造 券 も 含 む 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ は 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ と 、 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ と
、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 備 え る 。 金 融 機 関 の ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ は 、 金 融 機 関 の 複 数
の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 管 理 す る 。 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ か ら 偽 金 検 出 時 に 通
報 を 受 け 、 ラ ン プ を 点 灯 さ せ る 。 こ れ に よ り 、 金 融 機 関 の 係 員 は 偽 金 検 出 を 察 知 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ ０ ０ と 、 通 信 装 置 １ １ ０ と 、 主 記 憶 装 置 １ ２ ０ と 、 外 部 記
憶 装 置 １ ３ ０ と 、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ と 、 明 細 書 印 字 装 置 １ ５ ０ と 、 金 銭 取 扱 装 置 １ ６
０ と 、 表 示 装 置 １ ７ ０ と 、 金 銭 真 偽 判 別 装 置 １ ８ ０ と 、 Ｊ Ｎ Ｌ 印 字 装 置 １ ９ ０ と 、 ア ラ ー
ム 装 置 ２ ０ ０ と 、 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ と を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 通 信 装 置 １ １ ０ は 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ や 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ と の 通 信 を 制 御 す
る 。 主 記 憶 装 置 １ ２ ０ と 外 部 記 憶 装 置 １ ３ ０ は 、 各 種 フ ァ イ ル や プ ロ グ ラ ム を 記 憶 す る 。
カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ は 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド の 情 報 を 読 み 取 る 。 明 細 票 印 字 装 置 １ ５ ０ は
、 取 引 の 明 細 票 を 印 字 す る 。 金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ 内 で の 金 銭 の 搬 送 お
よ び 金 銭 の 入 出 金 を 実 行 す る 。 金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ は 、 本 発 明 の 搬 送 装 置 に 相 当 す る 。 表
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示 装 置 １ ７ ０ は 、 取 引 の 案 内 を 表 示 し 、 利 用 者 か ら 取 引 内 容 の 入 力 を 受 け 付 け る タ ッ チ パ
ネ ル で あ る 。 金 銭 真 偽 判 別 装 置 １ ８ ０ は 、 入 金 さ れ た 金 銭 の 真 偽 を 判 別 し 、 偽 金 を 検 出 す
る 。 金 銭 真 偽 判 別 装 置 １ ８ ０ は 、 本 発 明 の 検 出 部 に 相 当 す る 。 ジ ャ ー ナ ル （ ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ
ｌ （ 以 下 、 Ｊ Ｎ Ｌ と 呼 ぶ ） ） 印 字 装 置 １ ９ ０ は 、 Ｊ Ｎ Ｌ と し て 、 所 定 期 間 中 に Ａ Ｔ Ｍ １ ０
０ ０ で 実 行 さ れ た 取 引 の 履 歴 を 印 字 す る 。 ア ラ ー ム 装 置 ２ ０ ０ は 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 す る 。
処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 実 行 す る 偽 金 対 策 処 理 の 処 理 指 示 を 予 め 取
得 す る 。 Ｃ Ｐ Ｕ １ ０ ０ は 、 以 上 の 各 装 置 及 び 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ を 統 括 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 ２ は 、 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ が 処 理 指 示 を 取 得 す る た め の 処 理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １ を
示 す 説 明 図 で あ る 。 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 金 融 機 関 の 係 員 が Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 設 置 し
、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 電 源 を 入 れ た 後 、 あ る い は 、 係 員 が 所 定 の 鍵 穴 に 鍵 を 挿 入 す る と 、 処
理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １ を 表 示 装 置 １ ７ ０ に 表 示 さ せ る 。 係 員 は 、 処 理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １
の 選 択 ボ タ ン ２ １ ２ で 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の 処 理 を 指 定 す る 。 具 体 的 に は 、 ア ラ ー ム を
鳴 動 す る か 否 か と 、 監 視 装 置 に 通 報 す る か 否 か と 、 偽 金 を 返 却 す る か 回 収 す る か 保 留 す る
か と 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド を 返 却 す る か 回 収 す る か 保 留 す る か と 、 Ｊ Ｎ Ｌ を 印 字 す る か 否 か
を そ れ ぞ れ 選 択 ボ タ ン ２ １ ２ で 選 択 す る 。 な お 、 偽 金 や カ ー ド の 回 収 を 行 な う 場 合 は 、 Ａ
Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 偽 金 検 出 後 も 通 常 通 り 作 動 し 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ も 継 続 し て 使 用 可 能 で あ
る 。 一 方 、 偽 金 や カ ー ド を 保 留 す る 場 合 は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 通 常 の 取 引 機 能 を 停 止 し 、
Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 使 用 不 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 係 員 は 、 例 え ば 、 金 融 機 関 の 営 業 店 内 に 設 置 さ れ た Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で は 、 係 員 が そ の 場
で 対 応 で き る こ と が 多 い た め 、 偽 金 検 出 時 は ア ラ ー ム を 鳴 動 す る 、 と 設 定 す る も の と し て
も 良 い 。 一 方 、 金 融 機 関 の 営 業 店 外 に 設 置 さ れ た Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で は 、 係 員 が 待 機 し て お
ら ず 、 そ の 場 で 対 応 で き な い た め 、 ア ラ ー ム は 鳴 動 し な い で 監 視 装 置 に 通 報 す る 設 定 と す
る も の と し て も 良 い 。 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 Ｏ Ｋ ボ タ ン ２ １ ３ が 押 下 さ れ る と 、 選 択
さ れ た 処 理 指 示 を 主 記 憶 装 置 １ ２ ０ に 記 憶 さ せ る 。 外 部 記 憶 装 置 １ ３ ０ に 記 憶 さ せ る も の
と し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 処 理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １ か ら で は な く 、 他 の 方 法 で 処 理 指 示
を 取 得 す る も の と し て も 良 い 。 例 え ば 、 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２
０ ０ ０ ま た は 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ か ら 処 理 指 示 を 取 得 す る も の と し て も 良 い 。 ホ ス ト コ ン ピ
ュ ー タ ２ ０ ０ ０ か ら 処 理 指 示 を 取 得 す る 場 合 は 、 例 え ば 、 係 員 は 図 ３ の 処 理 指 示 設 定 フ ァ
イ ル ｐ ｓ ｆ を 作 成 し 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ に 記 憶 さ せ る 。 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２
０ ０ ０ は 、 記 憶 し て い る 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル ｐ ｓ ｆ を 、 係 員 が 指 定 し た タ イ ミ ン グ で Ａ
Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 送 信 す る 。 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 受 信 し た 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル ｐ ｓ
ｆ を 、 主 記 憶 装 置 １ ２ ０ に 記 憶 さ せ る 。 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル
ｐ ｓ ｆ を 主 記 憶 装 置 １ ２ ０ に 記 憶 さ せ る 際 、 デ ー タ 形 式 は 変 換 す る も の と し て も 良 い 。 あ
る い は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 記 憶 媒 体 の 挿 入 口 を 備 え 、 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 該 挿 入 口
か ら 挿 入 さ れ た 記 憶 媒 体 に 保 存 さ れ た 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル ｐ ｓ ｆ を 読 み 込 む も の と し て
も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 ４ は 、 処 理 指 示 取 得 後 の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に お け る 取 引 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ
る 。 こ こ で は 、 利 用 者 は 入 金 処 理 を 実 行 す る も の と す る 。 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 利 用 者 は 、 取
引 内 容 （ 入 金 ） を 表 示 装 置 １ ７ ０ で 指 定 し 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド を カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ の
挿 入 口 に 挿 入 す る 。 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ で カ ー ド の 口 座 番 号 を 読 み
取 る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ ） 。 口 座 番 号 が 読 み 取 り 不 可 で あ っ た 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ０
： Ｎ Ｏ ） 、 カ ー ド に 異 常 が あ る も の と し て 、 取 引 を 終 了 す る 。 口 座 番 号 を 読 み 取 っ た 場 合
（ ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 表 示 装 置 １ ７ ０ で 入 金 を 促 す （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ０ ） 。 利
用 者 は 、 金 銭 を 金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ の 入 出 金 口 に 挿 入 す る 。 金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ は 、 入 金
さ れ た 金 銭 を 搬 送 し 、 金 銭 真 偽 判 別 装 置 １ ８ ０ は 、 搬 送 さ れ て い る 金 銭 の 真 偽 判 別 を 行 な
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う （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ０ ） 。 入 金 さ れ た 金 銭 全 て が 偽 金 で は な い 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０
： Ｎ Ｏ ） 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ に 、 読 み 取 っ た 口 座 番 号 に 関
す る 口 座 残 高 を 、 入 金 金 額 分 増 加 さ せ る よ う 要 求 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ０ ） 。 ホ ス ト コ ン
ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ は 、 口 座 番 号 と 口 座 残 高 を 関 連 付 け て 記 憶 し て お り 、 要 求 を 受 け た ホ ス
ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ は 、 要 求 さ れ た 口 座 番 号 の 口 座 残 高 を 更 新 す る 。 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０
の 明 細 票 印 字 装 置 １ ５ ０ は 、 取 引 内 容 を 示 す 明 細 票 を 印 字 し （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ０ ） 、 カ ー
ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ は キ ャ ッ シ ュ カ ー ド を 返 却 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ ０ ） 。 一 方 、 偽 金 を 検
出 し た 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 こ の 入 金 取 引 を 停 止 し 、 主 記 憶 装 置 １ ２ ０
に 記 憶 し て い る 処 理 指 示 に 基 づ い て 、 偽 金 対 策 処 理 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ０ ） 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ５ は 偽 金 対 策 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 ア ラ ー ム 装 置 ２ ０ ０ は 、 処 理 指 示 に
お い て 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 す る こ と が 選 択 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ １ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、
に ア ラ ー ム を 鳴 動 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ２ ） 。 通 信 装 置 １ １ ０ は 、 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ に 通
報 が 選 択 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ３ ） 、 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ に 偽 金 が 検 出 さ れ た こ
と を 通 報 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ４ ） 。 通 報 を 受 け た 監 視 装 置 ３ ０ ０ ０ は 、 上 述 し た よ う に
、 ラ ン プ を 点 灯 さ せ て 係 員 に 偽 金 検 出 を 知 ら せ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 偽 金 を 返 却 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ５ ： 返 却 ） 、 金 銭 取 扱 装
置 １ ６ ０ は 、 偽 金 を 利 用 者 に 返 却 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ６ ） 。 偽 金 を 保 留 す る と 指 定 さ れ
て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ５ ： 保 留 ） 、 金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ は 偽 金 を 金 銭 取 扱 装 置 １ ６
０ 内 に 保 留 し （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ７ ） 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ ０ ０ は Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 取 引 機 能 を 停 止 さ
せ る 。 こ の と き 表 示 装 置 １ ７ ０ は 、 例 え ば 「 申 し 訳 あ り ま せ ん 。 た だ い ま 使 用 不 可 能 で す
。 他 の Ａ Ｔ Ｍ を ご 利 用 下 さ い 。 」 と い う メ ッ セ ー ジ を 表 示 し 、 次 の カ ー ド の 処 理 の ス テ ッ
プ に 進 む 。 偽 金 を 回 収 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ５ ： 回 収 ） 、 金 銭 取 扱
装 置 １ ６ ０ は 偽 金 を 所 定 の 保 管 庫 に 回 収 し て 次 の ス テ ッ プ に 進 む （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ８ ） 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 一 方 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド を 返 却 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ９ ： 返 却 ）
、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ は 、 カ ー ド を 利 用 者 に 返 却 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ０ ） 。 カ ー ド を
保 留 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ９ ： 保 留 ） 、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ は 、
カ ー ド を Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ 内 に 保 留 し （ ス テ ッ プ Ｓ ９ １ １ ） 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ ０ ０ は Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０
０ の 取 引 機 能 を 停 止 さ せ る 。 こ の と き 表 示 装 置 １ ７ ０ は 、 偽 金 保 留 時 と 同 様 の メ ッ セ ー ジ
を 表 示 し 、 次 の ス テ ッ プ に 進 む 。 カ ー ド を 回 収 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ９
０ ９ ： 回 収 ） 、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ は カ ー ド を 回 収 し て 次 の ス テ ッ プ に 進 む （ ス テ ッ プ
Ｓ ９ １ ２ ） 。 な お 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ０ の カ ー ド の 返 却 は 、 ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ ０ の よ う に 通 常
の 取 引 の 際 も 実 行 さ れ る 処 理 で あ り 、 厳 密 に は 偽 金 対 策 と し て 実 行 し て い る も の で は な い
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 そ し て 、 Ｊ Ｎ Ｌ を 印 字 す る と 指 定 さ れ て い る 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ３ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 Ｊ
Ｎ Ｌ 印 字 装 置 １ ９ ０ は 、 所 定 期 間 中 に Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で 実 行 さ れ た 取 引 の 履 歴 を 印 字 す る
（ ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ４ ） 。 Ｃ Ｐ Ｕ １ ０ ０ と 、 通 信 装 置 １ １ ０ と 、 カ ー ド 取 扱 装 置 １ ４ ０ と 、
金 銭 取 扱 装 置 １ ６ ０ と 、 Ｊ Ｎ Ｌ 印 字 装 置 １ ９ ０ と 、 ア ラ ー ム 装 置 ２ ０ ０ は 、 本 発 明 の 偽 金
対 策 処 理 実 行 部 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 第 １ 実 施 例 の 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ に よ れ ば 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ 毎 に 、 偽 金 が 入 金
さ れ た 際 の 処 理 指 示 を 予 め 取 得 す る 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ を 備 え 、 処 理 指 示 に 基 づ い た 偽
金 対 策 処 理 を 実 行 す る の で 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に お い て 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の 処 理 を 個 別
に 設 定 可 能 で あ る 。 つ ま り 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に よ っ て 適 し た 偽 札 対 策 処 理 を 実 行 す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 具 体 的 に は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 内 に 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 す れ
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ば 、 係 員 が す ぐ に 対 応 可 能 で あ る 。 ま た 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 内 に 設 置 さ れ て い る 場
合 は 、 偽 金 検 出 時 に カ ー ド や 偽 金 を 保 留 す る 設 定 と し て お く こ と に よ り 、 係 員 が 金 銭 を 確
認 し 、 本 物 の 金 銭 で あ る も の と 判 断 す れ ば 、 そ の 場 で 利 用 者 に カ ー ド と 金 銭 を 返 却 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 一 方 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 外 に 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 し て も 意 味
が 無 い 場 合 も 多 い 。 ま た 、 カ ー ド を 回 収 す る と い う 偽 札 対 策 処 理 も 、 営 業 店 外 に Ａ Ｔ Ｍ １
０ ０ ０ が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 不 向 き で あ る 。 な ぜ な ら 、 金 銭 真 偽 判 別 装 置 １ ８ ０ が 、 誤
っ て 本 物 の 金 銭 を 偽 金 と 判 断 す る 場 合 も あ り 、 過 失 の な い 利 用 者 に 多 大 な 迷 惑 を 掛 け る こ
と に な り か ね な い か ら で あ る 。 本 実 施 例 の 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ に よ れ ば 、 こ の よ
う な 事 態 を 避 け 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 外 に 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 ア ラ ー ム を 鳴 動 せ
ず 、 偽 金 を 返 却 す る と い う 設 定 に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 係 員 が 所 定 の 鍵 穴 に 鍵 を 挿 入 す る 場 合 に 限 ら ず 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０
０ ０ に 所 定 の 操 作 を 行 な っ た 場 合 に 、 処 理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １ を 表 示 装 置 １ ７ ０ に 表 示 さ
せ る も の と し て も 良 い 。 所 定 の 操 作 は 、 例 え ば 、 所 定 の ボ タ ン を 押 下 し た 場 合 や 、 所 定 の
番 号 を 入 力 し た 場 合 な ど で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
Ｂ ． 第 ２ 実 施 例 ：
　 第 １ 実 施 例 の 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ で は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ 毎 に 、 処 理 指 示 取 得 画
面 ２ １ １ で 処 理 指 示 を 個 別 に 設 定 し た が 、 第 ２ 実 施 例 の 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 以 下 の
よ う に 処 理 指 示 を 取 得 す る 。 第 ２ 実 施 例 の ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０
０ の 運 転 状 況 と 、 処 理 指 示 を 関 連 付 け た 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ を 管 理 し 、 運
転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ と 、 処 理 指 示 送 信 部 ２ ３ ０ ０ と を 用 い て 各 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ に 処 理 指 示
を 送 信 す る （ 図 １ ） 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 ６ は 、 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ を 示 す 説 明 図 で あ る 。 運 転 状 況 処 理 指 示 フ
ァ イ ル ２ １ ０ ０ に お い て 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 運 転 状 況 は 、 自 動 取 引 装 置 の 設 置 場 所 に 関 す
る 情 報 ま た は 時 刻 に 関 す る 情 報 の う ち 、 少 な く と も １ つ を 含 む 情 報 で あ る 。 Ａ Ｔ Ｍ の 運 転
状 況 は 、 本 実 施 例 で は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 金 融 機 関 の 営 業 店 外 に 設 置 さ れ て い る か 、 Ａ Ｔ
Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 内 に 設 置 さ れ て お り 、 か つ 偽 金 検 出 時 刻 が 営 業 店 の 窓 口 の 運 営 時 間 外
で あ る か 、 ま た は Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ が 営 業 店 内 に 設 置 さ れ て お り 、 か つ 偽 金 検 出 時 刻 が 営 業
店 の 窓 口 の 運 営 時 間 内 で あ る か 、 の ３ 通 り に 分 け ら れ て い る 。 そ し て 、 処 理 指 示 は 、 各 々
の 運 転 状 況 に 対 し て 設 定 さ れ て い る 。 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ は 、 本 発 明 の 処
理 指 示 記 憶 部 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 運 転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 時 刻 を 取 得 す る 。
偽 金 が 入 金 さ れ た 際 の 時 刻 と は 、 偽 金 が 検 出 さ れ た と い う 通 知 を 受 け た 際 の 時 刻 を 示 し 、
そ の 時 刻 は 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 時 刻 ま た は そ の 数 分 間 後 を 指 す 時 刻 で あ っ て も 良 い 。 運 転
状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ は 、 更 に 、 金 融 機 関 の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 設 置 場 所 も 管 理 し て い る 。 運
転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ は 、 取 得 し た 時 刻 と 設 置 場 所 か ら 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 運 転 状 況 が 先
述 し た ３ 通 り の う ち い ず れ に 該 当 す る か を 決 定 す る 。 処 理 指 示 送 信 部 ２ ３ ０ ０ は 、 運 転 状
況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ に お い て 運 転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ が 決 定 し た 運 転 状 況 に 関 連
し て い る 処 理 指 示 を 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 図 ７ は 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ と ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ
２ ０ ０ ０ の 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 右 側 が ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ の フ ロ
ー チ ャ ー ト で あ り 、 左 側 が Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 偽 金 が 検 出 さ れ る ま
で の 処 理 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ ～ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ０ ） と 、 偽 金 が 検 出 さ れ な い 場 合 の 処 理 （
ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ０ ～ ス テ ッ プ Ｓ ８ ０ ０ ） は 、 第 １ 実 施 例 と 同 様 で あ る の で 説 明 と 図 示 を 省
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略 す る 。 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０ Ａ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 ホ
ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ に 、 偽 金 が 検 出 さ れ た こ と を 通 知 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ ０ Ａ
） 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ の 運 転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ は 、 通 知 を 受 け る と 、 Ａ Ｔ Ｍ １
０ ０ ０ の 設 置 場 所 と 現 在 時 刻 を 取 得 し て Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 運 転 状 況 を 判 断 す る （ ス テ ッ プ
Ｓ １ １ ０ ０ Ａ ） 。 そ し て 、 処 理 指 示 送 信 部 ２ ３ ０ ０ は 、 図 ６ の 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル
２ １ ０ ０ に お い て 運 転 状 況 と 関 連 付 け ら れ て い る 処 理 指 示 を 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 送 信 す る
（ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ０ ０ Ａ ） 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ か ら 送 信 さ れ た 処 理 指 示 を 受 信
し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ０ ０ Ａ ） 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ は 、 処 理 指 示 に 従 っ て 、 図 ５ に 示 し た 偽 金
対 策 処 理 を 実 行 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ０ ０ Ａ ） 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 第 ２ 実 施 例 の 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０ に よ れ ば 、 係 員 が 個 別 に Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 処
理 指 示 を 設 定 す る 手 間 を 省 略 し つ つ 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ の 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ は 、 Ａ Ｔ Ｍ
１ ０ ０ ０ の 運 転 状 況 に 応 じ た 処 理 指 示 を 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 第 ２ 実 施 例 で は 、 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ や 運 転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ は 、 ホ
ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ ０ ０ に 備 え る も の と し た が 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 備 え る も の と し て も
良 い 。 そ の 場 合 は 、 偽 金 が 検 出 さ れ た 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０ Ａ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 Ａ Ｔ Ｍ １ ０
０ ０ の 運 転 状 況 取 得 部 ２ ２ ０ ０ が 運 転 状 況 を 判 断 し 、 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０
に お い て 運 転 状 況 と 関 連 付 け ら れ て い る 処 理 指 示 を 、 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ が 取 得 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 第 ２ 実 施 例 で は 、 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ に お け る 運 転 状 況 は ３ 通 り で あ る
が 、 運 転 状 況 は 複 数 で あ れ ば 良 く 、 更 に 詳 細 に 運 転 状 況 を 場 合 分 け す る も の と し て も 良 い
。 ま た 、 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ の 処 理 指 示 も 例 示 で あ り 、 種 々 の 処 理 指 示 を
設 定 可 能 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 そ の 他 の 実 施 例 ：
（ １ ） 上 記 実 施 例 で は 、 Ｊ Ｎ Ｌ 印 字 装 置 １ ９ ０ は 、 所 定 期 間 中 に Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で 実 行 さ
れ た 取 引 の 履 歴 を 印 字 す る が 、 所 定 期 間 は 可 変 で あ っ て も 良 い 。 例 え ば 、 処 理 指 示 取 得 画
面 ２ １ １ に お い て 、 期 間 を 設 定 可 能 で あ る も の と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
（ ２ ） 上 記 実 施 例 に お け る 偽 金 対 策 処 理 は 例 示 で あ り 、 他 の 偽 金 対 策 処 理 を 実 行 す る も の
と し て も 良 い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
（ ３ ） 上 記 実 施 例 で は 、 自 動 取 引 装 置 と し て Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 例 示 し た が 、 自 動 取 引 装 置
は Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に 限 ら ず 、 自 動 券 売 機 や 自 動 販 売 機 や 両 替 機 、 現 金 自 動 支 払 機 （ ｃ ａ ｓ
ｈ 　 ｄ ｉ ｓ ｐ ｅ ｎ ｓ ｅ ｒ ） な ど 、 様 々 な 自 動 取 引 装 置 に お い て 本 発 明 を 適 用 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 以 上 、 実 施 例 に 基 づ き 本 発 明 に 係 る 自 動 取 引 装 置 、 ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ 、 自 動 取 引 方 法
お よ び 自 動 取 引 装 置 の 機 能 を 実 現 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム を 説 明 し て き た が 、 上 記 し た 発
明 の 実 施 の 形 態 は 、 本 発 明 の 理 解 を 容 易 に す る た め の も の で あ り 、 本 発 明 を 限 定 す る も の
で は な い 。 本 発 明 は 、 そ の 趣 旨 並 び に 特 許 請 求 の 範 囲 を 逸 脱 す る こ と な く 、 変 更 、 改 良 さ
れ 得 る と 共 に 、 本 発 明 に は そ の 等 価 物 が 含 ま れ る こ と は も ち ろ ん で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ２ 】
【 図 １ 】 自 動 取 引 装 置 の 実 施 例 で あ る Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ を 含 む 偽 金 監 視 シ ス テ ム １ ０ ０ ０ ０
を 示 す 説 明 図 。
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【 図 ２ 】 処 理 指 示 取 得 部 ２ １ ０ が 処 理 指 示 を 取 得 す る た め の 処 理 指 示 取 得 画 面 ２ １ １ を 示
す 説 明 図 。
【 図 ３ 】 処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル ｐ ｓ ｆ を 示 す 説 明 図 。
【 図 ４ 】 処 理 指 示 取 得 後 の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ に お け る 取 引 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト 。
【 図 ５ 】 偽 金 対 策 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト 。
【 図 ６ 】 運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル ２ １ ０ ０ を 示 す 説 明 図 。
【 図 ７ 】 Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ で 偽 金 が 検 出 さ れ た 際 の Ａ Ｔ Ｍ １ ０ ０ ０ と ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ ２
０ ０ ０ の 処 理 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 　 １ １ ０ ...通 信 装 置
　 　 １ ２ ０ ...主 記 憶 装 置
　 　 １ ３ ０ ...外 部 記 憶 装 置
　 　 １ ４ ０ ...カ ー ド 取 扱 装 置
　 　 １ ５ ０ ...明 細 票 印 字 装 置
　 　 １ ６ ０ ...金 銭 取 扱 装 置
　 　 １ ７ ０ ...表 示 装 置
　 　 １ ８ ０ ...金 銭 真 偽 判 別 装 置
　 　 ２ ０ ０ ...ア ラ ー ム 装 置
　 　 ２ １ ０ ...処 理 指 示 取 得 部
　 　 ２ １ １ ...処 理 指 示 取 得 画 面
　 　 ２ １ ２ ...選 択 ボ タ ン
　 　 ２ ０ ０ ０ ...ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ
　 　 ２ １ ０ ０ ...運 転 状 況 処 理 指 示 フ ァ イ ル
　 　 ３ ０ ０ ０ ...監 視 装 置
　 　 １ ０ ０ ０ ０ ...偽 金 監 視 シ ス テ ム
　 　 ｐ ｓ ｆ ...処 理 指 示 設 定 フ ァ イ ル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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